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1 8 6 0 年 代 に お け る イ 中 リ ス 労 働 連 動

と 労 使 関 彳 系 一 1 _ 年の r労 働 組 合 総 評 議 会 滞 _  

U n i o n  C o n g r e s s ) の成立を中心とし て 〔り 一 炭鉱労働組 

合， 綿業労働組合の動向

. . . .  ̂ . . . . 人：

• 飯 田 鼎

⑴綿業労働組合の組織と政策 

⑵炭坑勞働铒合の組織と政策 

⑶ 1"合同」主義康則支配の挫折

. ... ^  ノ ； .： . . パ . . . . . .
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細 年 代 の 末 期 か ら 9 0年代にかけての不熟練労働者のはげしい闘争， いわゆる「新組合運動」 

( ‘N e w  U n i o n - ，) がはじまる前までの時期 f c ，イギリスの労働通の中心的勢力を構成し，_ な 

努働組合を形づくっていたところめものは，夫別して，炭坑労働者，綿業労働者おょび機械工 . 印 

刷エおょびその他例、_ な 麵 纖 知 册 る で と 純 ば を 袖 騰 ■ ■ 動 の 意 義  

を明らかにするためにも，60 年代から別年代にかげてのこれらの諸組合の理 _ ょび政策，それ 

それの組織構造の差異おょび相互_ 係,そしてさらにこれらを総体として規定するとこるの労麵 

係について考察する必要がある。それにょってぼじめも _ 年の T U C の成立の意義が明確にさ 

れ，8 0年代雌の独占形成期における劳働運動との関迪を埋解する こ と が で きる。

としろで，すでM 幾械エおょび建築：c 組合トこづいてはめべたので，つぎにこれらと密接な関係を 

もちながらも , その政策おょび組織構造についていちじるしv、対照をなすとこ ち の綿業労働齿おょ 

び炭鉱労働者o 組合について考察することにしょう

産業の■ 組合運動_ いて特徴的なととは, 1 8 世紀末から19世紀半ばにかけての綿業穷 

働者の組合連動の強固さと，これとはまさ咖 _ な毛織物業勞働組合の機的な弱ざであろぅ• ’

ぃぅまでもなく毛織物業における労嫩者の_ の 廳 始 ぐ 18世紀初頭に， 皁くも卜ル工は 

西部諸州に糾、て/ トステツド :！:はイース卜• アングリア地方に，そしてキャラ■染エはロン 

ドンを中_ 結の組織をっくって成またもっとも古い组織 _ 史を有ずる_ エは, : 18 (i,

紀後半におけるもっとも強い全国的な連盟組織(nationai federat|on)のひとつでもぶといわれ , • ョ  

クシアおょびラン力シア地方はその中心地として， 19批紀初頭の労働運動に侬抵としヤ簾な. ，
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1邠0 年代におけるイギリス労働運動と労使関係

地位をしめていた。1822年， デュースベリで結成された「ヨークシア織工および紡績工一般組合J 

(Yorkshire General Union of Weavers and Spinners)がその代表的なものであり，またジヨン• ドハ 

一ティのN A P L の如きも毛織物業労働若の運動と密接な関係をもってい里。 しかしながら，旧型 

の手工業熟練にその蕋礎をおくとごろの毛織物労働者の運動は，産業革命に伴う技術的変革に影響 

され，恥年代には急速に衰亡していった。 ‘

•このような毛織物業者の労働組合運動の停滞に代って，綿紡績工は，合同組合を結成したのであ 

って，1853年のフンカシア地方を中心とする綿紐績工合同組合（Cottoii-spi.iiners’.Amalgamated Associa

tion) がそれであるン綿織工もまた同じ年，ブラックバーンを中心として組合連盟(federation) の結 

成を企図したのであったが成功せず， 近代的な組織としては5 8年に至っヤ「東南ランカシア織工 

組食速合」 (North-East Lancashire Weavers’ Association) ■とともはじまった。 Cかしランカシア地 

方の織工の運動は，1884年まで， 合同組合はおろか，連盟組織としてさえも成立せず， 1886年の
(3 ) . ； .

「速合繊維工場兔働者組合」 （United Textile Factory Workers' Association)が， 合同労働組合とぃう 

よりは，政府および国家諸機関にたいする苦情処理の役割を果すものとして組織されたにすぎなか 

った。このように綿業労働者の運動は，合同組合を結成したとはいえ，その蓝礎は弱く，いわゆる 

機械工組合と同型の性格のものではなく，またすでにのベた建築労働者の組織原則とも異なるとこ 

ろの組織であったということがセきる。子なわち織工の場合についていえば，雜:[；や打綿室エは地

方組合に組織されてぃたが, それぞれその基金を保持し, かなりの程度,地方的な独自性を保っ て
: — , _  .    ' ■ . ■ . , \ '

注（1) H.A. lurner, Trade Union Growth, Structure and Policy—A Comparative Study of the Cotton Unions, London, 
1962, Chap. II, Section i H . なおこれにづいては，拙 稿 「職能別組合i 一般勞慟組合—— 19世紀前半イギリスにおける 

労働組合構造にかんする一試論一（鹿 応 義 麵 済 学 会 r経済学年報」1 0 ,1 9 6 6 ,所収）を参照•
(2 )  Turner, ibid., p. 1 7 5 .ターナーはここで， ドハ一テイのN A P Lが主としてその裁礎をウールおよびウーステッド 

轉ザ,VてV 号ことを強調して1' るが，この規定は一応正しぃとしても，な お ,上 記 の 労 痛 者 以 外 の 丨 み 务  
慟渚が参加した労働組合の連合組織のような形態をとっていたことが注意されなければならない点であろう。これについ 

て G. D. H .コールはつぎのようにのべている• r勒績エ組合が衰亡しはじめる前でさえ， ドハ—ティは， より大きな計 

画 • 般 労 働 組 合 と し て の  NAPliQ^ational Aesociatioii for the Protection of Labour, a General Trades^ Uniort) 
の計画に忙しかった。. テの先駆者とは興なって，N A P L は，擞維労働者i，こ加えて，炭坑夫，陶工，鍛冶工，機械工およ 

び船大工などを含む巩な種類の労働者の支持をうることに成功したのであった。ランカシアおよびミッドランド諸州が 

その強力な中心であったが，しかしその勢力はヨークシアどころかサウス. ウ;c —ルズにも及んだのである（Cole, Select 
Document, pp. 2 5 1 -2 ,但し傍点は引用者) 。またその団体の労働組合の迎合体としての意義については，そ の 「決議およ 

び規約j にあきらかである• 初期の一般労働組合の性格を知る上でも，つぎの規約は興味深い。

( 2 条）この必要な目的を速成するために，この団体は，.全国を通じてさまざまな魅類の組織された職業から成るものと 

して構成ざれること„

( 4 条）この団体の'^般的な規約および1000人の会員にたいして，ひとりの代表が出されることによって成立する常務委 

員 会 （General Com mittee)によって偁成され, 通用されること•
( 5 条广辟務委員会は， 6 ヶ片毎に会合をもち，この団体の利害にかんする;ibらゆる問题について決宠すること，

ところで第17条は決定的にffi驳である， . •
(第 17条）規則的に郷灰され，且つそれ自体統一していない職業は，このf2j体のメンバ一と認めることができない，， 

(National Association for th® Protecti6n of Labour, Resolutions and Laws, td by the meeting of Delegates
held in Manchester, on Monday, Tuesday and Wednesday, the 28th, 29th and 30th of June, 1830<〔from The 

’ United Trades Co-operativft Journal, July 10,1830^
(3 )  Webb, History, pp. 434-5,
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1いたところに特徴か存した。従って綿業穷働組合におけ名「合同」. (，amlgamati6n,) ..とは, . 突際には， 

特別な場合における一般的な蓮動の遂行のための連盟でしかなく，その結合度は綾く，大抵の|Uj題 

において各組合はそれぞれ独自の立場をとり，共同闘争の必要上，中央の基金が設けられた場合で 

も，各組合は, 純粋に地方的な莲盤の上でその基金から共済手当を支払うというように，合同機械 

エ組合によってはじめられた「ニュー . モデルj を模範とするものではなく，従って組合驻金の小 

央集権化，争議および共済手当の完全なプール制を実現することなく，その地域性0 ® 祝を迤礎ど 

する政策はその伝統としてその後においても長くうけつがれていったのであ

しかし同じ綿業労働者の組合でも，紡績工の場合は，織工のそれとはやや異なっていた。紡弒エ 

，は, 婦人および児童労働者の'ような不熟練労働者から，自己の特榫的な_ 業的利益を擁護しようt  

する高熟純労_ 者の一群を形成し, 各紛績エは，その輩下に，労働組合に加入する機会を奪われた 

出来高工(p ieces)としてのミュ一ル紡績工の数人を雇用していたことが特徴的であった。これらの 

出来高工は，直接に雇主からではなくこの親方ともいうべき紐績エからその賃金を交払われたので 

.あった。そして，彼らの労働組合が組織された場合，それは，綿紛績エによづヤ徒属させられ支配 

されるという関係にあったことが重要である。だがこのようなこ の二つの組合が相互に従属和よび 

支配の関係にあったにもかかわらず，注目すべきことは，紛績エはこめ出来高工から補充され，熟 

.練機械工■ (skilled engineers)がその労働奢 (labourers)との間に画然とひかれていたような叨確な階. 

級としての区別.は存しなかったことである。紛績エの合同組合が,機械工のそれとも異なってその 

.結合度が弱ぐ，たかだか連盟程度のものでしかなかったにもかかi p らず， しかもなお,織工および
. . . .  ；； . ' ： ' パ. . . . . : . . ；

打綿室エよりも凝集力に富んでいたO はこの理由によっていた。綿業労働者の合同組合が，とのよ 

うに機械工組合や大工組合とは異なって，地方分権的伝統を根強く守り,もっとも重要と思われる 

:問鹿についてめ団体交渉においても，各職業における連盟め形式をとるという特色は，たんにその 

組織力の弱さにのみ起因するものと解釈することには問題が残るといわなければならない。自然発 

生的な成立過程から.して綿業は強固な地方主義的{云統：(localism)_の上に生い立ち，■そのことがまた. 

団体交渉の様式ならびに範囲までも規矩するところの連立組織をとらしめたQ であって，ウイリア 

.ム • アランの機械工組合やアップルガースの建築エ組合のような強固に編成された合同組合とは全 

く類似しないところのものであった。 しかしこのような基礎的な条件ぜかりでなぐ，それを背；Tcと
(5 )

して，綿業勞働者の組合の1ぬ0 年代以後の工場法運動における積極的な参加が,,とくに4 7年の 

10時問法および5 0年の:！:場法修正成立において，きわめそ有効な作用を及ぼしたこ左も忘れられ 

てはな$ 众いであろう。6 0年代における標準価格表(standard pi*ice-Usts)の制度化と拡大とは，組合組

. 1 .ぃ. . - . . . •...'  ■
注（4) G.D.H. Cole, Some Notes On British Trade Unionism in the Third Quarter of the 19th Century, (International 

Review for Social History, Vol* 2,1937, pp. 1-25).
( 5 ) これについては， A!fred Samuel Kidd, The History of tho Factory Legislation^ 1857, London, Chap. VII, pp. 
,88 IT. and B*L, Hutchins and Harrison, A Hiatory of Factory Legislation, 1911, London, Chap, III, pp. 30 ff.



186り年代におけるイギリス労働：j 動と勞使関係

(6 )

織おょび団体交渉における前進と相呼応し，その後GO年代から70年代にかけて8 時間労働制の要: 

求がたかまるととも〖こ，この運動のなかから1872年の工場法改苹‘ 会 /(Factory Acts Reform Asso

ciation) がおとるとぃうように, 彼らの政治的志向は， 労働組合の合同組合への傾向を伴わずに，
. . 一  ...

むしろ，運動は，産業的な方向よりはむしろ政浯的な方向をとったのである。もちろん,冬め政治 

主義は産業主義と無縁なのではなく，労働力の供給独由の方法， たとえば入職制限の®におぃて
(rS) ； ' j
も, 機械工や建築エどは異なった構造をもち，それこそがまた工場法運動に典型的にみらK，る.よう.. 

な政治的傾向と結びついてぃるところに興味ある問題が秘められている。この問題についT ，今少- 

しく 検討するとと にしよう。

すでにのベたように, 綿工業には，産業革命とどもに;最も早くから労働組合が結成されたのであ

注（6 ) これについてウエッブはつぎめようにの’ベているのは，き;b め1r 示唆的であろう。 r i谷53年に组讀きれたブラックバ 

ニン組合. （the Blackburn Association)は，. 北東ラシカ、ン.ア組合 (North-East L.Evncashire ..Assoc 丨 atio 卩 ,十なわち .1858. 
年に連設された小都市における地方的な織工の組合の速合によって，次第に蔽われたのである。ブラックバーンの組織か 

ら分離したものから成長したこの組織は, その特別© 自的として，たえず議論をひき如とすところの価格の熱域じた| 丨：黛 

者をかかえていくというこ.とをともなっていたのであって，その議論こそ，イギリスや綿工業を特微づけるところの複雑 

な哗来高払い率表(lists of piecework r a te )についておこるのであるj (Webb, History, p. 307)。'ところで,■具体—的i t  
この出来高私ぃ春表とぃうめは，一体，労働運動にどのよう0 影響を犮ぽしためセあろうか，ランかンァ地ブi の綿業労働 

者の間には, 精密に出来上マた出来高払I 、率表によって賃金が決定されるやとが当時一般的であったし， その意味で， 

1869年に確定された最初のもっとも包括的’な rオールダム. リスト」 （Oldharti色pinniftg List) ■.は， きわめて斑® て■■あ 

る。そもそもこのリストの起源は， オールダみの资本象が， 資金をおし下げようとしたところにあっナこ。 1869年 5 月, 
才—ルダムの経営者の，打掷業部丨,lj (blowing, and scutching departm ent)においセ5 パ—セント，そして.精i訪部丨およ 

び織布を除くその附属作業において10パ一セントめ賃下げに発したものである。 とれがオールダムにおけ冬好況および 

不況^ :よって左右さ,れずに施行されるというところから, 労働者ははげしくこれに反対し，問題は，ウォルヴアハムトソ 
の州裁判所判祺リュパート• ヶットル（Rupert Kettle) を荽員長とする仲栽委員会に付されることとなっだことである 

(John Jewkes and E.M. Gray, Wages and Labour in the Lancashire Cotton Spinning Industry, 1935, Manchester, 
P- 60)o なおこのような賃金切り下げを中心と十る資本p 攻勢の激化の背景としては，イギリス綿工業の世界市場におけ 

る地位の相対的低下が指摘されなければならない。 メンデリソンは，つぎの i うにのベている。 「イギリスの工業的独占 

の挫折汰，イギリスの工場相手たちが，a n ：業の発展におけるより，いちはやく大成功をおさめ仁繊維工業の分好で,ま 

ず最初にはじまった。 1^66年界慌以降，イギリスは軽工業でも急速にその_ 地をつぎつぎとうしなっている。 しかもイ 

• ギリスは, ’ffi工業におぃてはもっとも姐大な打擊をこうむっているj  (エリ，ァ . メ ニデ !；ゾン， 飯田質一 他̂訳/;^慌の 

理論と歴史」第 1分冊. I960年，背木書ぬV 218-9頁)。 またこの問題については，角山栄ぐイギリメ綿工業の発般と世 

界資本主義の成立」（河野迪ニ • 飯沼ニ郞編「丨!i•界資本主義の形成」1967年 ,' 岩波窗店〉を参照.そしで労働連動史の祝 

点から，この60年代を中心とするイギリス労働運動の諸特徴を論じたものとして, 拙 稿 「イギリス労働迎動とマルクス主 

義—— ヨーロッパ労働運動のf云統形成にっぃての一試論j (労働運動史研究会編「国際勞働運動の歴史と現状」，1的0 年， 

穷働旬報社）を参照。 へ
ところでこのオールダムの出来高払い串表の制淀の意義は, つぎのニつの側面から考察することができる。それは何よ.

りも, 膝主に賃下げの手段として利用されるとすれば，労働者はこれに反対したことはいうまでもなV、が，機械工のよう 

にその廃止を迪求として掲げ•る実力をもたない以上， piece-workを， 綿工業労働者の立場から廃止しえなぃとぃう認識 

に立って，その货枣を出来るだけ高めようとする努力こそ払われるべきであると考えたのであって，その結果として，こ 

こに団体交渉の制度化への途がきり間かれたことである，同時にそれは，綿エ架の場合, 地域別に賃金格差があり，その. 
ことが突に，「合同組合j といっても，それが, 機械工のような完全な合同組合となりえない理山である。つぎにそれは， 

まさしくウヱッタが強調しているように， 「さらに!！:(架な結果は，労働組合役負の特殊な•タイブの削造であった（Webb,. 
History, p, 308)。何故ならば， このような货率表はきわめて精細に规定されており，たとえば Bolton Spinning List 
の如きは数でうずめられた站ベ一ジの文掛であると，ころから,拔雜な計算を行うためには数学の知識がどうしても必興 

であり- こうしたすぐれた灾務的才能をもつ者が労働組合役員として登妈することとなったのである,これはそめ後の撒 

槊の穷傲運動に大きな影響を及ぼしたとぃわれる(Webb, ibid., Pp, 308-9>。
(7 )  Webb, ibid., p. 310.
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るが，■その契機は，まず第1 に織機織工（power-loom weaver)の組合の強化が，：未組織の.労働洛•によ

る部H 別の組合の結成を刺激したことにはじまり，つぎにさまざまな織工（cotton operative) を広汎

な同盟（alliance)に組織したことであったが， しかし織工は19世紀労働組合運動の共通のパターン

にとっていわば例外をなしている。何故にそのようなことが結論的にいえるのかといえば，各糜業

における労働と生産手段の所有との分離の存在形態が，労働者組織の形態をそめ鉴抵にお^、て制約 
(9)

、 するからである。このことこそが, 綿業労働運動をして，合同組合としての辑械エや建築;Cとは興

なった性格を賦与せ' しめたのみならず，また，繊維產業労働運動のなかでも特異な地位を占めさせ

た理由なのである。それはまず，労働力をめぐる労資の取引関係すなわち労使関係に密接な関速を

もづところの熟練労働力の養成および需給関係と産業革命による技術的変难の過程との関連にかか

わっている。いわゆる徒弟制度は，中世’的なギルドの旁働力支配の機構，あるが，，それは形をかえ

て近代的な労働組合の勞働カ政策の根幹とじて，熟練労働力の養成に役立つとともに，入職制限を

加えることによって， 不熟練労働者の排除および熟練労働力の価格の維持政策となo f e 1 8 丨11：紀

.のいわゆる「職業クラブ」 ('trade clubs')はこうした慣習を .維持するこ:とに.全力を傾注.したのであ

って，- 手工業的熟練に依存ずる少畺多種生産の産業には，とくにその傾向が濃厚にみられたところ

であった。 しかしながら産業革命の進展にともなう機械制大工業め発展とその結果としての大量生

産方式の導入は，次第にこの徒弟制度を桎梏として感じさせるに至り,.低廉な労锄力を希望する大

.注（8 ) 綿工業の労撤組合の組織や政策，とくに経済と政治との関係, 赁金支払い形態の問題は, 相20こ密接な関係をもってい . 
る。まずその組織は，綿集労働渚は6 部門に分けられている。 6 部門の労{動者はそれぞれ独立の組合組織を.もち，企 部 に 共 ' 
通した間题につI 、ては共同して闕うが，「合同』には反対する。各組合は結合して非常に有力な速盟をつくるが，とくに,綿 

•織工と精妨エおよ.び'梳機エは「統一織維工場労働者組合丄(United Textile Factory Workers'- Association)务組織し,.工場 

.法やその他の立法の制定という政治的0 体を形成していることである。しかしそ;れは決して「合同組合」(Amalgamation) 
とは呼ばれないことが特徴的で，劫辍エはその組合をみずから「合同j と称しているけれども，実 は province堪位の紺 

合がその役員を選拳する。そのような状況が生まれるのは，すでにのベたような地域間お' よび職業間の差興であって、

1892 年に， ランカシア全部に圃ー的な坤来高払い率表が採用されたのは，1884年，北部諸州綿織工合同組合（Northern 
Counties Amalgamated Association of Cotton-’weavers).が結成された.ためであるといえよう. (Webb, Industrial 
Democracy, pp. 124-126) 0 

( 9 )  Turner, ibid., p. 193. '
< i o ) 産業革命の進展にともなう戡維鹿業の機械化によって，綿業資本は徒弟制度を桎梏として感じはじめ，取突その故盤 

は掘りくず岑れ，有名無実化され，つ•いに1814年, エリザベスの時代以来，梁に2世紀半に亘って遵守されてきたった 

「職工条令j  (Statute of A rticifers)は廃-止されるに至ったンしかし贫闼と不況の渦巻ぐ19世紀前半期においては,すで 

に有名無契化されたこの条令が洱ぴ法律として強制されることを求める声が織烈となった。とくに飛铰の発明によって打 

寒をうけ，職を奪われた手織工たちは，徒弟期問を修了した労働者が，この法紐の励行によって無資格の機械織工との競. 
争から保護されることを訴えたのである。 これをめぐって均世紀初頭以来, 議会を中心にはげしい論争が展開され，結 

局， 1814年 に 「職工条令j は鹿止されることになる。 しかし法饼どしては糜止されても， その惯習は長く平織丨:の|l;jに • 
残ったのであって，近代的な労働組合にみられる？年ないし5年という徙弟側!$)の伝統は, このよ‘うな丨和世的な労阅仍行 

め名残り i して理解されるとしても，組合運動の発屁のながで，间結を強化し，その利益を擁護するという稂梅的意義を 

もちえたのである。なお，この点については, 劣働鉗合の免働力政策との関迚という点ではきわめて不充分であるが, Q. ' 
•Jocolyn Dunlop, English Apprenticeship and Child Labour, a History, with a Supplementary Section on the 
Modern Problein of Juvenile Labour, 1912, p. 240f f . なお，この点についてや くわしい叙述は，Pa叫 Marttousr, The 
Industrial Revolution in XVIIIth Century, An Outline of the Beginnings of the Modern Factory System in 
’England，London, (translated by Majorie Vermm) 1928.徳坳栄太郎，弁上幸治, 遠藤捭明共訳「鹿-架ザ:命」1964年，

浓洋経済新報社（「第 3 章產楽革命と労働洛階級」を参照。
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資本家は，徒弟制度をも-って熟練の伝播および普及に障窖をなすもの^:みなすに至り，このような

見解に影響された国家権力もまた，その維持に熱意をもたなかった。従づて綿in業のように，すで

にその出発点において機械制大工場として発展した産業における労働者の組織は，機械化にともな

う婦人および児童労働者の導入と相まって，たんにその徒弟制度の維持政策をもってその職業的利

益を守り抜ぐごとはきわめて困難であったばかりでなく，徒弟制度を中心とする熟練労働力の養成

機構も，労働組合による専」的な支配よりは，いちじるしぐ企業め側の労働力政策の介入をうけざ 
(id

るをえないのであった。ここに綿業労働組合が機械工組合のような完全な「合同組合」を建設する 
(12)

ことができず，産業や企業の立地条件によって，賃金およびその他の労働条件も大きく左右された 

のみならず， その運動の方向が, 全体として1 0時間法運動のような政治的な運動と結びつく大き

注（11) Sidney Pollard, The Genesis of Modern Management, A Study of the Industrial Revolution in. Great Britain, 
1963，London, Chapter 3, The Course of Structual Change in Industry, Section IV およ.び Chap. 5，i'he Adaption 
of the Labour Forceを参照されたい。

(12) 1810年に建設された綿業労働者の合同組合の力は， 決して侮ることのセきないものであったが， それが強力な中央 

集権的組織たりえなかった來情について，チャッブマンはつぎのようにのベている。 「それは， マンチェスタ一周辺のあ 

> ゆるi也域に及んだ。策は，Staely Bridge, Ashton-under-Lyne, H y d eとその周辺，北部ほオールダム，'ボルトシおよ 

びプレストン，そして南部はストックポートやマツクレスフイ一ルドにまで及んだのであって，週 1，000ポンドから1,500
. . ポンドを集めることができた。. この歸皮の日常業務（business affaii^s)という.のは，40人ないし50人の人々によって奴 

埋され—— そのうち若干の人々は地区の代表（district delegate)である一方, 他の人々は:：:場 (mills) を代表していた 

— •彼らは, ジs セフ . シブレイ (Joseph S h ip ley )という人の指導の下に，マンチェスターにいた。その組合は,その 

メンバ一にたいして少なからざる描力（au tho rity )を行使した。しかしながら，内規によれば，どんな職塢（sh o p )も， 

マンチェスタ一会議（Manchester Congress)の承認なしには，.■ストライキをするとと■が許されないことになっていたi 
i ころが，その結成の年に，その内規は，大規模な 1■ステ一D— . ブリッジ . ストライキj によって破られズしまった。 

その結果I 30,000人が失業し > 17,000ボンドの損害を組合に与えたといわれるj (Sydney J. Chapman, The Lancashire 
Cotton Industry, A Study in Economic Development, 1904, Manchester, p. 195。：ことには綿業労働組合の組織M 
要な間題が秘められてI 、るように思う。 つまり，， 無祝しえなI 、ほどの關爭力をもつ amalgamationは，完全に権力集中 

的な組織とL ての統一体ではなぐその執行部も，地区代表とi 場代表との双方から構成されており，各地方や工場（偁 

別資本）によって, 労働条件その他に独特な_ 情が.あることが窺われることを示唆している。 なおこれはト団結禁止法 

下であったということもノひとつの条件ではあろうけれども， それは決定的ではなぐその後， いま問題としている60 
年代においても，その事情はさして変化していなかったといえるので-はなかろうか。西び Chapmanのいうところをきい 

てみよう。 、 .
「現在綿楽労働者のなかに存在す’る最強の組合であるところの合同組合（amalgamation) の規約会くわしく検討するこ 

とは，何がしかの興味のあるところであろう。 こ の amalgamationの立法上の権力は，年四回開かれ，且つ特別に沿集 

されるときには開かれるi ころの代表者総会（general meeting of delegates)に存している。各地区および各州は，毛 
のメンバーの数に比例して代表者をおくる。総会は，13人よ、り成る要員会を選び，m m , 会計係および議長とともに執行 

部を構成する。p執行部にたいする各州および各地区による不当な独占を防ぐためにj , 各诌は， 1,500名にづき1名の割 

合で代表者を指名することが許される……。このようにして任命された委員会は，その団体から，amalgamationの業務 

においておこるあまりIfi要でない問題を処理すべき6 人の小委貨会（sub-c6pimittee)を選ぶ。仕事を拋粢する場合には, 
執行部は，代表者-の会合を召集せざるをえない。そしてもし，会の三分のニが，ストライキについて決定するなちば，そ 

の問題は組合贝に任されねばならない。その三分のニの多数の投票が，ストライキのためには必驭である……。あらゆ冬 

争議の終結は，執行委員会の権力にある。そしていかなる州もしくは地H：も，amalganmtionによって妥当なものとして 

認められないストライキについては，amalgamationからストライキ乎当をうけとることはできないj (Chapman, ibid., 
pp. 2 4 6 -2 4 7 ).とこに明瞭に認められるように，たんに amalgamation .といっても，それは•，た.とえば合|W]機械工組合 

(Amalgamated Society of Engineers)のような拖カ集屮的'な強力i lつ取一の組侖描造ではなぐ，た;とえば，North-East 
Lancashire Amalgamated Society (1859) や Northern Counties Amalgamated Association of Weavers あsるいはま 

た PoWcr-loom Overlookers' Amalgamationのように地域と職前との欢方め挫格を加せも.'o 合_ 組 合 っ た と こ ろ に ， 

綿衆-労働者のamalgamat丨o n の特殊性があったこ'とは銘記され今べきであろうン.
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な理由のひとつであった•

ところがこれとは対照的に, 產業毕命による技術革命の影響をうけることが比較的少なく，依然と 

して手工業的熟練に依拠せざるをえない職種，たとえば印刷業などにおいては19世紀半ばまで何ら 

技術上の変革の影響をうけることがなかったが，もっとも重要なものは,建築業や家具製造業に基 

礎をもつところの伝統的な木工業の職植であって， 新しい金腐加工業は， 実にこれに依拠してい 

た。近代的な工場制度9 初期にあっすは，機械それ自体が主として材木によって出来上っており， 

徐々に金属がこれにとって代ったため，金属加工業の道具としての旋盤，平削板，穿孔機，万力お 

よびやすりなどは新しい工場機械の製作者であった木工によって，応用の結果でき上ったものであ 

った。鋳型エの如きはその跡をとどめているということができる。工場大工職人組合 (jtmrneyin如し
(13)

millwrights’ societies)が，•ニュー . モデル:と.しての.A S E の先駆をなしたことも主としてその理由に. 

よらてV、るし，これとならんでブツプルガースのASCJが, ニ ュー. モデルの精神を体現したのも 

その理由によっている。そしてこのよ'うな機械工および建築エの組合政策の基本を形成していたも 

のは徒弟制度であり，その結果どレて出てくる政策が,下請政策および出来高払い制に対するはげ 

しい反対を中心としたものであったことは, すでにふれたところである。このように純粋な形をと 

っていたクラフト . ュニオンの場合は,，徒弟制度の維持が下請制もしくは出来高制反対という要求 

と結びついていたのに反し, 綿業の場合には，家内工業の手織工時代から,.下請制の長い歴史的事 

情が，婦人および児童労働者の増加のために, 徒弟制度を強制しえないという状況のなかで，この 

下請制自体を入職制限の有効な手段として利用させることとなったのであって，親方紡績工がみず 

から雇用する労働者のなかから独占的に資格のある紡績工として選ぶ場合に，いいかえるならば， 

職場における先任権の確立のためにこれを利用したのであった。

以上にみるように，労働力供給のメ力ニ ズムは，まず第1 に，木工労働者が機械産業に労働力を 

供給するという形で，伝統的な産業の労働者が新たに勃興した産業における労働力の基柢的部分を
(14)

形成するこ とはしばしばみられるとごろであるが，つぎに第2 に労働市場において決定的役割を演 

じたところの徒弟制度であり，クラフト• ユニオンの政策として熟練職種には普遍的なものであっ 

た。そして第’ 3 に労働力を補充するための方法として，鉱山業や建設業において一般的にみ6 れた 

「親方制度」 （‘butty system’）..■なるものがあった。 ヨ一ロツパはもちろん，わが国の明治および大正 

期の鉱山業においても，この制度はひろく普及していたことは知られているが，それは本来，熟練 

職輝が，労働者の側からする実質的な抵抗がないために変質してしまったところにおける労働力統 

轄の制度であり，綿業においてもみられたところめ制度であって，たとえぼ，ランカシアのアーグ

注 (13) Webb, History, p. 205,
( 1 4 ) その例としてしばしばあげられるのは，ランカシア地方のfustian weavor (コール天織り）が，綿工業の新しい労 

働力とされたことである。（Duncan Bythell, The Handloom Weavers, A Study in the English Cotton Industry during 
tho Industrial Revolution, Cambridge. 1969, p. 41.)
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ライト紛績工場はその例であった。この三っの労働力供給ない‘し補充の方式に，綿業もかかわった 

のであるが, 同時に綿業労働組合が純粋なクラフト• ユニオンではなく，いわゆる一般組合の先駆 

的形態であったがために，それぞれの労働力供給ないし補充方式の特徴を，部分的にとりいれるこ 

とによって，その政策を形成したということがセきるのであって，これときわめて類似した型の組 

合をうち建てたものは，炭坑労働者であ？た。 •

(2 ),

綿業労働者の合同組合が，機械工および建築エに比較してどのような特徴をもっかは，以上め考 

察においてほぼ明らがになづたと思うが， ではこれとならんで， 6 0年代の労働組合運動において 

.きわめて重要な地位をしめていた炭坑労働者0 組合は，この amalgamation. {■こたいして，、..どのよう 

な地位をしめていfcのであろうか。 ；

炭坑労輝！組合運動の本格的展開は，18f0年代にはじまる。1842年1 1 月，W akefieldにおいて成 

立 し た 「大英国炭坑夫組合」（Miners，Association of Great Britain—以下MAGBと略称）は，その規模，

構造およびこれをっくり出した意図においで, 近代的なイギリX 労働組合運®力の典p ともいぅべき
(15) • '

ものであった。いうまでもなく，これは，全国的職能別組合の理念が次第に定着しはじめたところ

の o 0年代一一そめ象徴としてのオーェンによるグランド. ナシ.ョ.ナルの運動を想起せよ にお

ける新しいー遽の運動，Grand General Union of all Operative Spinners of the United Kingdom

(1831年:まで) ， Operative Builders Union (1834年まで)，などに刺激され，ごれらに照応するものと

■ しておこったものであっ たが，その生命は短< , Martin J u d eの指導の下に，1840年代から5 0年

代にかけてョ一クシアおよびダーラム，ノ 一 サンバ一 ランドの炭坑夫を中心に運動の禊興が企てら

れたの Cあったか，成功せず，結局，統一；的な全国組合の結成は， Alexander MacDonaldによ.る

.「全国皮坑夫組合」 (National Miners* A ssocia tion)をまたなければなら■なかった。、5 0 年代に好景気に

入ったイギリス炭鉱業は，巨額の利潤に比較して, 労働者の賃金は異常に低く，1854年から5 8 年

にかけてAd放a lto n や D righlington地区およびその他の小炭坑を除けば，西部ョ一夕、ンァの貨金

はすえおかれ, 賃金ひき上げがまさに焦眉の問題としてとりあげられなければならず，これとなら

.注 ( 1 5 ) 黎明期の一大組織にっいて，. その成立の年月を，W ebbは, ’ 「1841年，Wakefieldにお'いて結成されたj と‘のべて.い 

る （Webb, History, p. 1 8 1 ) .ま た Page A r n o tもこの W ebbの説をうけっぎ，同じように記している（R. Page 
Arnot- A Hbtory of the Minera* Federation of Great Britain, 1889-1910, London, 1949, p. 41)„ ところが， Machin 
，の近の研究はこれを否5i2し，1842年 11月 7 TJ としている（Frank Machin, The Yorkshire Miner, A History, Vol.I 
BarnseJy- 1958, P .ぬ)。またチ a — リナ一とリブ!）一の注目すべき研究(Raymond Challinor and Brian Ripley, The 
Minors* Association-— A Trade Union in the Age of the Chartists, London, 1965 においても1842年 11.月 7旧と

( 1 6 )とはいうものの炭坑夫の場合は，Grand Nationalなどよりは，はるかに大きな力と永続性とをもづた統一体セあっ 
たことは明らかである（Challinor and Ulploy, ibid., pp. 8-9)。

(17) Frank Machin, ibid., p. 81,
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んで，労働時間，職場の安全確保の問題，あるいはトラック• システム等，山積する問題への対穿= 

おょび奶理のためには，雇主に対して有効な団体交渉を要求することのできる強大な全国的な紺合 

を早急に結成する必要に迫られていた。 National Miners* Union .は,’ ま■さ.し’:ぐ.キのょうな要請の'も 

とで誕生したものであったが，しかし，地域的な諸条件の差異からストライメや団体交渉の問題に 

ついて統一的にこの組合が調整することはきわめて困難であり，従づてその運動の主要な目標は， 

炭坑夫の全体の利益に役立っ社会政策立法のょうな議会を中心とする政治運動にむけられ，労働条 

件の改善にっV、ては，地方組合がそれぞれの責任におV、て全面的にとれを担わなければならなかっ 

たのであっ.て，. しGに廣公I■労働者の組合運動が，’綿業努働考のamalgarttatton.が当面したと同じょ. 

うな困難に直商しなければならない重要な問翹がある。全国的中央組鉍と地方支窗丨組合との相互依 

存的ではあるけれども, 後者の前者にたいする独立め関係は，たとえばスゴットランドの諸地方組 

合とNational Miners’ Association (以下, NMAと.略称)との関係においてもっとも明瞭に認められる 

のであって，彼の出生地であり，スコットランド炭坑労镡(組合運動fc密接な関係をもちつづけ，全休 

としての炭坑労働者の運動に専心したMacDonaldの力をもってしても，その地方組合 (10城i u»ion) 

のセクト主義を打破するこ,とはまことに容易ではなかった。すでに1859年，A S Eをモデルとして 

臥みられた「スコツランド炭坑合同組合」 （‘Scottish Miners* Amalgamated Society，）の失敗も，以上の 

理由によっている。 •

地方組合がその独立性を保持し，財政的にもN M Aにたいしでその権限を全面的に委譲せず，地 . 

方的な規模において団体交渉を行なうという当時の労働組合運動の状況は.，横断的な劣働市場の形 

成を阻み，労働者階級の団結の障害になっていたことだけでなぐその結果は，賃金砘争をはじめ 

勞働条件の改善への希望を失なわせるものであった。そこでM acDonaldは，N M A をもって日常 

的な経済闘争めための組織としてょりは，鉱山規制法 (Mines Regulation A c t)や， 8 時間労働制獲得 

のための運動体として, 政治的闘争の具と考えるに至ったのであ(f 。もちろんこの場合, 8 時間労 

働制を中心とする社会政策立法の猹得は, 純粋に政治的な運動というのではなく，経済關争の法律的 

表現としての意味をもっでいたにすぎないが，ともかく，N M A が全国に広汎に存在する地方的な 

組合の中央集権的組織たりえなかったことは事実であった。ところでこうした情勢のなかで，Mac-

注( 1 8 ) その経緯についてはMachin, ibid., pp. 319-324.
(19) 1856年，20パ。セントの赁金切り下げを行った各俊鉱资本に対して, WestLothian, Stirlingshire, そしてLanarck 
およびA y rの穷働者はストライキに入ったが，敗退した• . ここで得られた教訓として，MacDonaldの Coal and Iron 
Miners，Association の力を強化することが確認された(Page Arnot, A History of the Scottish Miners from the 
Earliest Times, London, 1955, pp. 41-43)。しか.し問題はつぎの点にあぅた. すなわち，最大の弱点は，NxMAのための 

中央逛金を欠いていたことであり，それぞれの支部が，.その掌中fc組合费の大部を保持しておいたことである。最終的に 

各̂組合員が， 2週間i c i 同 6 .5 ペンスを支払い，その半分が支部赀にあてられることにきまったにもかかわらず，灾 

行されず，N M Aの驻礎は犯められ，屈主は，それに加入している労働者を解雇した。とのょうに拔坑夫組合の杻镦上わ 

困難さは, 全国的中央繊と支部組織との政策上の矛盾にかかってI 、たのである（Arnot, ib{d., p. 44)。
(20) Arnot, ibid” p. 45.
(21) Webb, History, pp/ 301-2. •
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G‘ D. H. Cole, ibid., (I.R.S.H.) p. 9.
Webb, History, p. 303.
Cole, ibid., p . 1 0 .なお，W ebbは，この-A A M の運動を無祝しほとんどふれていない。 

Ibid., pp. 11-12.

D onaldの政策に対抗して炭坑夫によるam algam ation結成の動きがみられたことは注目されなけ 

ればならない。1858年 MacDonaldは，政治的運動のための全国的な同盟をつぐろうとして,イン 

グランドやウヱ 一 ルズに存在する団体と接触していた結果，スコットランド，南ョ—クシア，西ョ 

—クシア> スタブォードシア，ランカシアおよびそめ他の諸地域からの代表が参加して，ごこにア 

シュトン炭坑夫協議会（Ashton Miners’ Conference)が結成された。さらに彼は，それをおし拡げてト 

ダーラA およびノーサンバーランドを含めて全国の代表から成るN M A をつくりあげ， 8 時間労 ‘ 

關制の運動を開始したのであるが，そこではD urhamの指導者クロウフォード（Willkm Crawford) 

のように，法 定 8 時間労働制に反対するような動きもあ k M A 内部の事情は，MacDonaldの 

社会政策立法闘争をめぐって必ずしも単純ではない動きを示した。MacDonaldの組織および運動 

方針として，各地方支部の独自性の上に立つ連盟の方式を固執し，そのために，賃金および労働条 

件の交渉についてはほとんど地方支部の方針に任され，本部としてのN M Aは主として鉱山規制法 

や法宠8 時間労働制のような社会政策立法の闘争に全力を注ぐことに対して，これを不満とする檄 

閲 紙 ‘The Miner’の編集者タワ一ズ(J. Towers)は，有効な地方組織をっくる目的をもって，ラン 

かシア地方のざまざまな地方組合から代表者を召集し, 全国に跨る中央集権的な組織として,合同 

说坑夫組合. （Anmlgamated Association of Miners……以下AA Mと略称）.を結成した。 ' 、うまでもな'

マクドナルドの主宰するN M Aは強大な組織であったが，これに対抗するA A M もまた，1873年当 

時組合員の数においては必ずしも見劣りのするものではなかっ(2為。だとすれば，この二つの組織が， 

炭坑労働運動の世界を二分し，勞働条件改善のための経済闘争や団体交渉の方式および政治闘争な 

.とに扣いていちじるしい波紋を画.き， その結果としてJ u n taを中心としてamalgamated society 

の運動にもかなりの影響を与えるに至ったとしても倘然ではない。問題の争点は，連盟（federation)

の形式をとるN M A と合同組合（anmlgamatiOn)の方式を追求す.る A A M との調和することのでき 

ない組織上の差異に胚胎することはいうまでもないが，きわめて興味深いことは，ひとしく権力集 

中 (centralization):あるいは合同（a.malgaftiation)’ といづても，炭坑夫のそれ，すなわちAAM'は ..ASE 

とは全く対照的な地位をしめていることである。それではこのような対照性とは一体何であり，そ 

れはどのようにして妇こったのであろうか。

一般に理解される限りでは, . 「合同主義j の原則（‘Amalgamated’ principle)は，J u n taを中心とす 

る指導体制の組織的原則として考えられ，その限りにおいて, それは，熟練労働者組合の政治的妥 

協と産業的平和主義に奉仕する理論以外の何物でもなかったし，これに反対の立場に立っ地方組合 

を迤盤とする述立主義は， きわめて戦闘的な労働組合主義と考えられ， 前者の代表的なもめこそ

注 (22)
(23)
(24)
(25)

撕减保術卿總款染孤做娜鑛撕，含I
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A S E や で も り ，後者はすなわちジョ- ジ . ポッタ-を中核とする建築エの戦闘的労働組合

主義であった。とごろが，炭坑夫組合の運動の場合にはこれとは全く反対に, 1863年頃から,戦蹄

的な分子は，マクドナルド派の稳健分子の迪立政策に対して，権力集中的な組合の建設を唱えたの

である0 フンカシアの指導者のひとりトーマス.ホーリデ イ （Thomas Halliday)は，このょうな;}#

力集中的な組合(centralized union)にょぅてこそ，弱ぃ地帯を組織しえなぃために/スドライキの度

にストライキ破りの導人口って敗北せざるをえなぃN M A の組織上の弱点を克服することができ

るとし，^ がおこった場合に, 組合の全力を傾注して財政的な支援を行なうことができると主張

したのであった，このょうにして/ 炭坑労働者の組織問題は，実にA S E や AJSJCとは全く対照的

な状況を呈すること.となった。それでは何故にそのょうな状況が齎らざれるに至ったのであろうか&

それはまず綿_ 労働者の組織と双似的ならしめだととろの各地域の炭田地帯の立地条件おょびそ

の他の諸条件，そして冬こでの労_ 者の_ 織おょび闘争力の格差の問題があげられなけれぽならな

ぃであろう。そのために炭坑夫の組合め場合，地 方 的 な 精 — minerS» federation) は成立して

も，綿業労働者の組合だみられたょうな「部門別の合同組合」 (sectional amaI_ at_ は非常に出 
. (28) . . . . . .

来にく くなぅてぃ^ :ことである。この問題につぃて, イングランド北東部，すなわちダ一ラムおょ 

びノ —サンバ一ランド，ヨークシアおよびダービシア地方，そして最後にスコットランド地方の状態 

につぃて考察することが必要となる。ダーラムおよび'ノーサンバーラv ドは，炭鉱としての古ぃ塍 

史をもち，年拘束契約 (yearly b ond ),罰金制度おょび' 「三日間の悲嘆」のょうな半奴_的な柽梏が 

根強く残っており，そのょうな前近代的な諸関係がきびしぃだけにまたこれを打破しょうとする
(30)

労働者の闘争もまことに凄まじぃものがあり， 邛奶年以後 w 世紀全体を通じて， 「東北炭坑夫組 

合速合」（North-Eastern Miners* Association)は，イギリス炭坑夫の労働運動に決定的な影纏を及ぼし
(31)

たのであった^ 北東部炭坑労働運動の6 0年代における諸特徴は， つぎの諸点に集約することがで 

きる。⑴地方的なストライキの自然発生的な速帯の維持その目標は，年拘束契約反対ど坑内安 

全確保のための篮；視の強化，従って全国的な運動への無関心。⑵技術的進歩， とくに発破の完成は， 

採炭夫をして.2 人 1 組になって一ヶ所で働くことを必ずしも必要とじなくなり， 6 時間を単位とす

注( 2 6 ) この点につぃては，「三m学会雑詠」第 -巻 第 12号参照。

( 2 7 ) とはいっても，この両枒職は，決定的に対立抗争をつづけたわけではなく， 1870年以後， 益々.はげしくがってくる 

.庄迫に对して，共W態勢をとらなければならなかった。 (Cole, Select Documents, p. 501fF.j
( 2 8 ) とはぃっても，Northumberlandや D urhamの場合f 地衣的な述盟組織のほかに，職業別に組織ができなかったわ 

ごではなぃ'  たとえば，1864年，この地域のcokeman (コークX製造エ)，機関エ，機械工など‘のようr , ょり大きな机 

織 气 麵 R a t i o n ) としての組織をもちながら, 職業別に分れて組織するとぃう傾向もみられたとと沿】•:意されなけ 

れぱならなI 、。 たとえば， Durham County Colliery Enginemen and Boilorminders, Association (1872), Durham. 
Cokemen and Bycproducts Workers (1874), Durham Deputy Overmen (1875), Durham Colliery Mechanics (1879) 
などである（Page Arnot, ibic^ p. 65)。

( 2 9 ) これにつぃては，Hammond, The Skilled Labourer, 1760-1832, 1920. および J.U. Nef, The Rise of the British 
Coal Industry,—1932, V o l .I I .を参照。

⑶ ) 拙 荖 「イギリス努丨麵動の生成一一黎卿j©労働運動と革命的民主主義j 有斐間, i960年，第 1章第2節(5)参照，

( 3 1 ) これにつV、ての詳細な叙述は•. E. Welbourne, The Miners* Union of Northumberland and Durham, 1921, Chatx 
VI and VII.

. . . . '  . . . . . .  '
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る 2 交替制を生み出し，それと同時に，北束部の炭坑労働者の間に階級組織を生み出すこととなっ

チこ。運輸手段の発達と運輸労働者の増加は，炭坑数の増大と比例し，それ*とともに，補助的な少年採

炭夫かして高給熟練坑央への昇進の機会を与えるとととなった結果として，厳格な先任制(seniority)

が慣習的に，各炭坑における昇進’(promotion) ■の基準とされるに至った。 ⑶從って’綿業におけ

るミュール紡績工にまさに類似的な地位に採炭夫はおかれていた。以上のように分裂と支配の政策

によって，6 0年代のダ ー ラ ムお上びノ一サンバ一ランドにおいてゆ,資本の体系的な労務統轄が進

められ，とくに1862〜3 年の間に年拘束契約（yearly bond or annual bond) を復活させようとする炭

坑経営者の意囪にたいして，，北東部の組合は地方組合としての結束を一層強化し，associationとい

うより..は, . むしろ他のcra ft.un i6nに近い形の排他的♦独占的な政策をとるに至ゥたのであるか，

と く に ノ ー サ ン バ 一 ラ ン ド の 組合は当時急速に発展ナることによって，不熟練坑夫が激増しでいた

ダ一ラムが，年拘朿契約に有効に抵抗しえないという事情から，とれから離反し，一時，北東炭坑

夫組合連盟は分裂め危機におちいったほどであづ(た。こうしたなかで，1863年の N M A と的年の

A A M どぼ競合関係をつづけ，とぐに北東部の炭坑夫が， 1ぬ0 年からS 0年代にかげて伝統的に要

求しつづけてきた最低賃金ど労働時間め短縮を， 6 0年代に至って拋燊し，そq 代りにスライデイ

. ン.グ • .スケール（sliditiぎ. s c a le )と調停制度をうけいれるに至って，戦闘的な. A A M は 187 5牛頃
'(34)

は既にその勢力を失なうに至った。 •

ニ‘ .方，ヨ— ク.シアにおいては, . 南部ョ一ク、ンア坑夫組合（South’ Yorkshire Miners' Association)か，■ 

1858年以来, 活動していたが，その勢力は相対的に弱 < ，わずかに，ダーラムおよびノー サソバ~  

ランドにたいするN M A の補助的な勢力としてとどまったにすぎない。 そして!北東地方の労働組 

.合と、も別の行動を.と.り..，やが'"C大英国炭坑夫組合（Miners’ Federation of Great Britain)の設AZ•に積 

極的J iつ指導的役割を演ずるのであるが，ここでもA A M は 7 0年代には滅亡している。ダ一ビシ 

■ア'お:よびスa ットランドに.おいては， amalgamationがどのような運命を迪ったかは，明らかでは 

. な(V丨。’しかし問題はM acDonaldの amalgamationに対する態度であろう。. すでに指摘したように，-

N M A め卞宰者としてのMacDonaldは，いうまでもなぐA A M に反対の態度をとった。それにと 
. - 

どまらずJunta.の句働組合の支配，そ の ‘apialgamated’ principle ( = amalgamated societyの組織原

則）の上に立つA S E や A S J Cによる高級熟練労働者のきわめて限定された特権的なグループの通

動方針にたV、しても，ひとつは炭坑夫の酷烈な労働条件の認識といまびとつは派閥的な觀点から，

はげしい憎惡を感じ11：いたといわれ(I)。 こうした状勢のなかで， 炭坑夫およびその紙合が， TUC

注（32) Turner, ibid,, p. 189.
(33) Welbourne, ibid., pp. 123-124 Arnot, ibid., p. 52.
(34) Welbourne, ibid., Chap. IX Arbitration and Wage R e d u c t i o n . ,
(35) Cole の前掲論文はふれていi が, Arnot, A History of the Scottish Minere, 1955, Edinburgh も，J.B, Williams 
ゾ.の火翁，The Derbyshire Miners, A Study.in Indxistridl and Social History, 1962, London .も， . しれに‘ふれていない•
(36) Cole, ibid.i (r‘li.S.H.) p‘ 17‘ ,
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の成立にあたってどのような役割を演じたかがつぎに^ 求されるべき問題である。

. ' . . . '  . . • . . . .  . .. . . . ン

( 3 ) . . 厂 ... ..
, . ■ -  ： ■- ... . .' - . .  .ハ . . . ： .

以土，機械工，建築労働者（以上，本誌第63卷第1号および第3号所収)，綿業労働者および炭坑労 

働者の組織状況の考察によって， 1850年代以後のク ラ フ ト » ュニオニズムの論理のなかr どのよ 

うな矛盾か存在し，また' -れを象徴するものとしての「合同」主義 (*amalgamated, principle)が，こ 

れらの諸組織のなかでどのような形で生きつづけてき'たか, とりわけ， 連 盟 (fedemtkm) と 合 同 ' 

(amalgamation)の二つの組織原則は，相互に相対立しながら，とくに綿業労働者およぴ炭坑労働者 

の間では, amalgamationが，きわめて特異な形であらわれてぎためであづた。 こめ4 つの大組合 

の組織構造を中心に，要約的にのべるならばつぎのようにいえるであろう。

ヴイクトリア型労働組合の典型ともいうべき合同f t械エ組合は，機械製作に関係のあるさまざま 

な職種の組合, すなわち，鋳型エ，鍛冶エ，工場犬:!：, 鋳鉄工，真鋳製造エおよび機械工などの多 

くの職種の労働者が，一方において初期の職業クラブを中心に，相互扶助，失業救済および去齢の 

組合員の扶助などの共済活動を行ない，他方，それとならんで賃金および労働条件の改善を目的と 

する労働者の組織が職業別に出来上り，これらの轉毺別の；̂方.的な辍奋が， 1830年代々、ら4 0年代 

にかけて次第に全国的なものとなり， 1851 年， 機械工， 齩洽エ, 鋳型エおよび:！:場大工の全国的,：

組合が合同してここにASEが結成されたのであっ^ :。すなわち，A S E は，全国的に労働市場を統' '

轄する各機械製造部の熟練労働者の合同■ (aiiialgamation)の結果と.して生まれたものであり，そ の 、 

下部組織としての地方支部組織に対する丰央執行部の支配ならびに権咸はまことに班倒的なもQ が- 

あったのであり，5ゼ全な意味でのamalgamationとして，‘amalgamated，’principleが，き.わめてき：

びしく守られていたところの組合であった。 •

これに対してA S J C は，組織構造的にも政策的にも，A S E に近い形をとったのであるが，全画 

的にこれを掌握することができず， George P o tte rのように「合同j 主義原則にはげしく反対した 

勢力が根強かったため，労働市場を完全な形で掌握ずるところの.am algam ationとはな.りえなかっ，

たのセある。

綿業労働者および炭坑労働者の場合には，この amalgamationの原則は，その產業以もつ牿殊功：

情，労働力構造の差異, 労働市場の条件の相遠などの原因のたや^:，充分に#透することができず ^  

amalgamationの運動がおこった場合にもそれは，綿業にみられるように，全職樋を包括するもので 

はなく，近似的な数職種の合同（Anmlgamated’:Society of Textile: Workers.and...Kindyed..Trades をみよ）

にほかならなかったa ととろが，炭辑夫の■ 合は, amalgamationぽ彳蕞却から丨出慮とはなりえず,，

池方的な fed erationか精々その上に立っ national associationが一般的な耝織1形態であり，

■ ~ ~ " 13 ( 4 3 1 ) ■一."
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i . ' i . しれまで , . 慶応義塾大学產業研先所• 生產構造分析プロ.ジ.ェ .クト.を中心に続行されて、キた 

一速の研究の目的は，高成長経済に随伴する経済構造変化の基本的要因を，投入一産出分析の手法 

によつて，計量的に解明することにあつ た。，かかる構造変化の基底には，成;^に伴なう需要_造の 

変動，と共に，生産物の供給条件を規制する技術構造の変動もまた重要な役割炎果たす。いうず'も 

なく本研究の分析ほ， 後者の伽， すなわち技術構造の変化とその波及の解明のためになされてい 

ん .. . . . . . *  .. . . ゾ ，ノど ..:.
■ ■" ■ ' • - .■ ,■

1 . 2 . 本研究における一速の分析作業は，大きく三つの段階に分けてすすめられて去 た そ の 第 

1段階は，よく定義された個別商品毎の生産技術特性の確定である。具体的には商品ベース投入関 

数の測定という形で投入一產出の技術的関係が計測されたが, . 同時に，各商品の生産技術の特性と 

して規模の経済性の効果が顕著に検出された. ‘

硏洗の弟2 段階は，それぞれ固有技術特性をもつ各種商品間の転換過程の分析である。高成畏 

経済の下における生產毕上昇は，‘ 速な構造変化の中で把えられなければならない。苓の場合，経 

済全体としての生産性の上界， したがつて1 人当り所得の上昇は，従来と同一の商品構造を維持し 

つつもなおかつ実現するであろう生産性上舁の効果と，在来的商品生産からより髙い技術効率をも

注（1 ) 本研究は, 昭和44年度，文部省科学研究費を基に座衆:研究所生産構造分析プロジェクトおよび投入. 帝出分析_  
する日 . 米協同研究作業の- 環として作燊がすすめられたe 研究成來の- ‘端 は fChoic« and Introduction of New 
Technology j なるテ一マのprogress p a p e rとして，昭和44年度，第 1 米協同研究会議傲ハーバ一ド大学） 

讀告された • 研究作業に当つては，清水雅彦氏, 小只定之氏，immm,剛 嗔 一 氏 , 加藤_ 坻中村純氏，

木村文滕氏，営川旦子氏他多くの方々 Q労をわずらわした。本稿はこれら訊氏による協同研究の結架の報告でぁる。
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1860年代におけるイギリス労働運動と努使関係

am algam ationは, 実にこれに対立するものとしてあらわれてきたことは*すでにふれたととろで 

ある。要するに，mrnlgamated so c ie tyの組織原則は，19世紀後半のイギリス労働組合運動に，さ 

まざまな歪みをもちつつ影響を与えたのであり，その意味でa S e にみられるような合同組贫が， 

全一的に，イギリス労働運動に君臨したのではなく，また労働運動の論理は，そのように1隹純なも 

のではないことを物語っている（未完)。

注 ( 1 ) We bb夫妻はそのHistotyメこおいてMacDonaldの National U nibiiについでは先分にふれているか，これに対机 

す る anmlgamated associationについてはほとんどふれていない。しかしそれの影響力は少ないとしても無辑レえない。 

(G.D.H. Cole, ibid., p . 1 0 )参考までにC oleによって，その勢力範囲をみてみよう。

養
ぬ.^ ^奶ぷ姊沿奴y取说城故” 游泛，禮双ぬ於2ト; ^  ,«

他 1)

経 済 の 基 本 的 摘 造 の 決 走 (

一 投 入 •産出分析の手法による

尾 崎 巌  

石 由 孝 造

研 究 の 目 的

嫌成m m做̂ ^ ^

5,339 
2,060 
5,300 
1,050 
5,000 

18,749

16,000 
35,000 
5,500 

56, 500

2,500
•15,017 
17,517

i

81
0

:
66
4

70
2

12
5

26
0

一

0
5̂

 

r
-
7
-
3
4
1

I

I
I

\
I


